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(57)【要約】
【課題】バッテリの充電を適切に行うことが可能な表示
装置を提供する。
【解決手段】　バッテリと、
　表示部と、電磁誘導により外部から電力を受電する受
電部と、受電部により外部から受電した電力を用いてバ
ッテリを充電する充電部と、を備え、受電部は、表示装
置を形成する複数の面のうち、表示部が設けられている
面とは反対側の面に設けられている表示装置。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリと、
　表示部と、
　電磁誘導により外部から電力を受電する受電部と、
前記受電部により外部から受電した電力を用いて前記バッテリを充電する充電部と、を備
え、
　前記受電部は、表示装置を形成する複数の面のうち、前記表示部が設けられている面と
は反対側の面に設けられている表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置であって、
　前記表示部は、前記バッテリの状況に関する情報を表示する表示装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の表示装置であって、
　外部装置のバッテリの状況に関する情報を受信する受信部を備え、
　前記表示部は、前記受信部によって受信された前記外部装置のバッテリの状況に関する
情報を表示する表示装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の表示装置であって、
　前記外部装置のバッテリは、電磁誘導により外部から受電した電力を用いて充電される
表示装置。
【請求項５】
　請求項３または請求項４に記載の表示装置であって、
　前記表示部は、前記バッテリ及び前記外部装置のバッテリの状況に関する情報を表示す
る表示装置。
【請求項６】
　請求項３から請求項５のいずれか一項に記載の表示装置において、
　前記バッテリ及び前記外部装置のバッテリの状況に関する情報は、前記バッテリ及び前
記外部装置のバッテリの残容量または蓄電容量である表示装置。
【請求項７】
　請求項３から請求項６のいずれか一項に記載の表示装置であって、
　前記表示部は、前記充電部により前記バッテリが充電され、かつ前記外部装置のバッテ
リが充電されているときに、前記バッテリ及び前記外部装置のバッテリの充電の状況に関
する情報を表示する表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電磁誘導を利用して外部から伝送された電力を、撮像装置に備える受電コイ
ルで受電することで、撮像装置に備えるバッテリの充電を行う撮像装置が知られている（
たとえば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３５３０９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】



(3) JP 2018-148565 A 2018.9.20

10

20

30

40

50

　しかしながら、従来技術では、外部から電力を受電するための受電コイルが、カメラ本
体のグリップ部分やバッテリの蓋内に配置されているため、受電コイルの面積を充分に大
きくすることができず、バッテリの充電効率が低くなってしまう場合があった。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、バッテリの充電を適切に行うことができる表示装置
を提供することである。
【０００６】
　この発明は、以下の解決手段によって上記課題を解決する。なお、発明の実施形態を示
す図面に対応する符号を付して説明するが、この符号は発明の理解を容易にするためだけ
のものであって発明を限定する趣旨ではない。
【０００７】
　［１］本発明に係る表示装置は、バッテリと、表示部と、電磁誘導により外部から電力
を受電する受電部と、前記受電部により外部から受電した電力を用いて前記バッテリを充
電する充電部と、を備え、前記受電部は、表示装置を形成する複数の面のうち、前記表示
部が設けられている面とは反対側の面に設けられている。
　［２］上記表示装置に係る発明において、前記表示部は、前記バッテリの状況に関する
情報を表示できる。
　［３］上記表示装置に係る発明において、外部装置のバッテリの状況に関する情報を受
信する受信部を備え、前記表示部は、前記受信部によって受信された前記外部装置のバッ
テリの状況に関する情報を表示できる。
　［４］上記表示装置に係る発明において、前記外部装置のバッテリは、電磁誘導により
外部から受電した電力を用いて充電されることができる。
　［５］上記表示装置に係る発明において、前記表示部は、前記バッテリ及び前記外部装
置のバッテリの状況に関する情報を表示できる。
　［６］上記表示装置に係る発明において、前記バッテリ及び前記外部装置のバッテリの
状況に関する情報は、前記バッテリ及び前記外部装置のバッテリの残容量または蓄電容量
とすることができる。
　［７］上記表示装置に係る発明において、前記表示部は、前記充電部により前記バッテ
リが充電され、かつ前記外部装置のバッテリが充電されているときに、前記バッテリ及び
前記外部装置のバッテリの充電の状況に関する情報を表示できる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、バッテリの充電を適切に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本実施形態に係るカメラ充電システムを示すブロック図である。
【図２】図２は、本実施形態に係るカメラを示す正面図である。
【図３】図３（Ａ）は、本実施形態にカメラを示す背面図、図３（Ｂ）は、カメラを構成
するカメラ本体を示す背面図、図３（Ｃ）は、カメラを構成するモニター装置を示す背面
図である。
【図４】図４（Ａ）は、本実施形態にカメラを示す上面図、図４（Ｂ）は、カメラを構成
するカメラ本体を示す上面図、図４（Ｃ）は、カメラを構成するモニター装置を示す上面
図である。
【図５】図５（Ａ）は、本実施形態にカメラを示す側面図、図５（Ｂ）は、カメラを構成
するカメラ本体を示す側面図、図５（Ｃ）は、カメラを構成するモニター装置を示す側面
図である。
【図６】図６は、本実施形態に係る充電装置を示す斜視図である。
【図７】図７は、本実施形態に係る充電装置を示す側面図である。
【図８】図８は、カメラの充電方法を説明するための図である。
【図９】図９は、カメラの充電方法を説明するための図である。
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【図１０】図１０は、本実施形態に係る充電装置の動作を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、他の実施形態に係る充電装置を説明するための図である。
【図１２】図１２は、他の実施形態に係る充電装置を説明するための図である。
【図１３】図１３は、他の実施形態に係るカメラを説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１１】
　図１は、本実施形態に係るカメラ充電システムを示すブロック図である。本実施形態に
係るカメラ充電システムは、図１に示すように、充電対象であるデジタルカメラ２００（
以下、単にカメラ２００という。）と、カメラ２００を充電するための充電装置１００と
から構成されている。なお、図１においては、信号の流れを破線で、電力の流れを実線で
表している。
【００１２】
　カメラ２００は、図１に示すように、カメラ本体２１０と、該カメラ本体２１０に着脱
可能なモニター装置２２０とから構成されている。ここで、図２は、本実施形態に係るカ
メラ２００を示す正面図であり、図３は、本実施形態にカメラ２００、および、該カメラ
２００を構成するカメラ本体２１０およびモニター装置２２０を示す背面図である。また
、図４は、本実施形態に係るカメラ２００、および、該カメラ２００を構成するカメラ本
体２１０およびモニター装置２２０を示す上面図であり、図５は、本実施形態に係るカメ
ラ２００、および、該カメラ２００を構成するカメラ本体２１０およびモニター装置２２
０を示す側面図である。
【００１３】
　なお、図３においては、カメラ本体２１０に内蔵されている第１受電コイル２１１、お
よび、モニター装置２２０に内蔵されている第２受電コイル２２１を破線で示している（
後述する図１３においても同様である。）。同様に、図４および図５においては、カメラ
本体２１０に内蔵されている第１受電コイル２１１、および、モニター装置２２０に内蔵
されている第２受電コイル２２１および表示部２２９を破線で示している。
【００１４】
　図２に示すように、カメラ２００を構成するカメラ本体２１０の正面には、被写体から
の光が入射する撮像レンズが設けられており、また、図３（Ａ）、図４（Ａ）、および図
５（Ａ）に示すように、カメラ本体２１０の背面には、モニター装置２２０が装着されて
いる。また、上述したように、カメラ２００を構成するカメラ本体２１０とモニター装置
２２０とは着脱可能に構成されており、カメラ本体２１０からモニター装置２２０を取り
外して、図３（Ｂ）、図４（Ｂ）、および図５（Ｂ）に示すカメラ本体２１０と、図３（
Ｃ）、図４（Ｃ）、および図５（Ｃ）に示すモニター装置２２０とを別々に用いることが
可能となっている。
【００１５】
　ここで、カメラ本体２１０の各構成について説明する。カメラ本体２１０は、図１に示
すように、第１受電コイル２１１、整流部２１２、安定化電源部２１３、本体用充電制御
部２１４、本体用バッテリ２１５、カメラ制御部２１６、および本体用通信部２１７を備
えている。
【００１６】
　第１受電コイル２１１は、第１受電コイル２１１の面積を広くすることで本体用バッテ
リ２１５の充電効率を向上させるため、図３（Ｂ）、図４（Ｂ）、図５（Ｂ）に示すよう
に、カメラ本体２１０を形成する面のうち、被写体からの光が入射する撮像レンズが設け
られているカメラ本体２１０の正面を除く、最も面積が広いカメラ本体２１０の背面に設
けられている。
【００１７】
　第１受電コイル２１１は、たとえば、カメラ本体２１０が充電装置１００の第１充電部
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１２０に載置された場合に、図１に示すように、第１充電部１２０の第１送電コイル１２
１と磁気結合し、第１充電部１２０の第１送電コイル１２１から送電された電力を受電す
る。
【００１８】
　第１受電コイル２１１により受電された電力は、整流部２１２によって交流電力から直
流電力へと変換され、安定化電源部２１３により充電用の電圧（たとえば、＋５Ｖ）とさ
れた後、本体用充電制御部２１４へと送られ、本体用充電制御部２１４により、本体用バ
ッテリ２１５に充電される。なお、本体用充電制御部２１４は、本体用バッテリ２１５の
充電時間や本体用バッテリ２１５の充放電量を検出することで、本体用バッテリ２１５の
充電の制御も行う。また、本実施形態に係る本体用バッテリ２１５は、充放電可能な電源
であり、たとえば、リチウムイオンやニッケル水素などの二次電池から構成することがで
きる。
【００１９】
　カメラ制御部２１６は、撮像素子（不図示）から画素信号を読み出して、読み出した画
素信号に基づいて画像データを生成する。カメラ制御部２１６により生成された画像デー
タは、本体用メモリ２１８に一時的に記憶された後、たとえば、本体用通信部２１７によ
り、モニター装置２２０に送信され、モニター装置２２０の表示部２２９に表示される。
また、カメラ制御部２１６は、画像データの補正、焦点調節状態、および絞り調節状態の
検出など、カメラ本体２１０全体の制御も司る。
【００２０】
　本体用通信部２１７は、モニター装置２２０に備えられたモニター用通信部２２７と無
線通信を行う。たとえば、本体用通信部２１７は、カメラ本体２１０で撮像され、カメラ
本体２１０の本体用メモリ２１８に記憶された画像データを、無線通信により、モニター
装置２２０に送信する。また、本体用通信部２１７は、モニター装置２２０から、モニタ
ー装置２２０の表示部２２９に備えるタッチパネルを介して、カメラ２００のユーザによ
り入力された操作情報を受信し、受信した操作情報をカメラ制御部２１２に送信する。な
お、本体用通信部２１７による無線通信方法は特に限定されず、たとえば、赤外線通信、
Ｗｉ－Ｆｉ通信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）通信により行うことができる。
【００２１】
　続いて、モニター装置２２０の構成について説明する。モニター装置２２０は、カメラ
本体２１０に着脱可能に結合しており、図１に示すように、第２受電コイル２２１、整流
部２２２、安定化電源部２２３、モニター用充電制御部２２４、モニター用バッテリ２２
５、モニター制御部２２６、モニター用通信部２２７、モニター用メモリ２２８、および
表示部２２９を備えている。
【００２２】
　第２受電コイル２２１は、図４（Ｃ）、図５（Ｃ）に示すように、モニター装置２２０
の主面のうち、表示部２２９が設置されている面と反対側の面に設けられており、たとえ
ば、図１に示すように、モニター装置２２０を第２充電部１３０に載置させた場合に、第
２充電部１３０の第２送電コイル１３１と磁気結合し、第２充電部１３０から伝送された
電力を受電する。そして、第２受電コイル２２１により受電された電力は、整流部２２２
によって交流電力から直流電力へと変換されて、安定化電源部２２３により所定の電圧（
たとえば、＋５Ｖ）とされた後、モニター用充電制御部２２４によってモニター用バッテ
リ２２５に充電される。
【００２３】
　モニター制御部２２６は、モニター装置２２０による画像の表示などの制御を行う。た
とえば、モニター制御部２２６は、カメラ本体２１０により撮像された画像の画像データ
を、モニター用通信部２２７によりカメラ本体２１０から受信し、モニター用メモリ２２
８に一時的に記憶するとともに、モニター用メモリ２２８に記憶した画像データを読み出
し、読み出した画像データに基づく画像を表示部２２９に表示させる。また、モニター制
御部２２６は、カメラ本体２１０で撮影された画像データに加えて、撮影に関する各種情
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報を、モニター用通信部２２７を介してカメラ２１０から受信し、表示部２２９に表示さ
せる。
【００２４】
　表示部２２９は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）や、有機ＥＬディスプレイから構成され
ており、図４（Ａ）、図５（Ａ）に示すように、モニター装置２２０の主面のうち、カメ
ラ本体２１０の反対側の面に設けられることで、カメラ本体２１０により撮像された画像
などの表示を行う。また、表示部２２９には、タッチパネルが設けられており、カメラ２
００のユーザは、表示部２２９に備えたタッチパネルを介して、モニター装置２２０およ
びカメラ本体２１０の操作を行うことができるようになっている。
【００２５】
　次に、充電対象であるカメラ２００を非接触充電方式により充電する充電装置１００に
ついて説明する。ここで、図６は、本実施形態に係る充電装置１００を示す斜視図である
。また、図７（Ａ）は、図６に示す充電装置１００を示す側面図であり、図７（Ｂ）は、
図７（Ａ）に示す充電装置１００を折り畳んだ場面を示す側面図である。なお、図６およ
び図７においては、第１充電部１２０に内蔵される第１送電コイル１２１、および第２充
電部１３０に内蔵される第２送電コイル１３１を破線で示している（後述する図８、図１
１においても同じ）。
【００２６】
　充電装置１００は、図６および図７に示すように、第１充電部１２０と、該第１充電部
１２０に接合する第２充電部１３０とを備えており、図６に示すように、ＡＣケーブル１
０１およびＡＣプラグ１０２を介して、たとえば室内の壁面に設けられたコンセントに電
気的に接続することで、商用ＡＣ電源を利用することが可能となっている。また、充電装
置１００は、図７（Ａ）、図７（Ｂ）に示すように、第２充電部１３０が、第１充電部１
２０に対して回動することで、第１充電部１２０の主面に対する第２充電部１３０の主面
の角度が変更できるように構成されている。
【００２７】
　たとえば、充電装置１００は、カメラ２００の充電を行う際には、図７（Ａ）に示すよ
うに、第１充電部１２０の主面に対する第２充電部１３０の主面の角度θが９０°以上と
なるように、第１充電部１２０に対して第２充電部１３０を回動させることで、第１充電
部１２０および第２充電部１３０により、カメラ本体２１０およびモニター装置２２０を
充電することができる。また、カメラ２００を充電しない場合には、図７（Ｂ）に示すよ
うに、第１充電部１２０に対して第２充電部材１３０を回動させることで、充電装置１０
０を折り畳んでおくことができる。なお、充電装置１００による充電方法については、後
述する。
【００２８】
　充電装置１００の構成について説明する。受電装置１００は、図１に示すように、ＡＣ
／ＤＣコンバータ１１０と、第１充電部１２０と、第２充電部１３０と備えている。
【００２９】
　ＡＣ／ＤＣコンバータ１１０は、商用電源であるＡＣ電源から供給された交流電力を直
流電力に変換し、変換した直流電力を、第１充電部１２０および第２充電部１３０に供給
する。
【００３０】
　第１充電部１２０は、図１に示すように、第１送電コイル１２１、ＤＣ／ＡＣコンバー
タ１２２、および第１制御部１２３を備えており、非接触充電方式により、カメラ２００
の充電を行う。なお、第１充電部１２０では、図７に示すように、第１充電部１２０の主
面１２４に、第１送電コイル１２１が設けられており、第１充電部１２０は、第１充電部
１２０の主面１２４に、カメラ本体２１０またはモニター装置２２０を載置することで、
これらの充電を行うことができる。
【００３１】
　たとえば、図１に示すように、第１充電部１２０の主面１２４にカメラ本体２１０が載
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置された場合に、第１充電部１２０は、第１制御部１２３により、第１送電コイル１２１
と、カメラ本体２１０の第１受電コイル２１１との電磁結合を検出し、これにより、充電
対象であるカメラ本体２１０を検出する。充電対象であるカメラ本体２１０を検出できた
場合には、第１充電部１２０は、ＤＣ／ＡＣコンバータ１２２に、たとえば、数１０Ｖの
高電圧の交流電圧を生成させ、たとえば、１００ｋＨｚ程度の周波数の交流電圧を送電コ
イル１２１に通電させることで、第１送電コイル１２１に電磁誘導のための磁界を発生さ
せる。これにより、第１充電部１２０の第１送電コイル１２１とカメラ本体２１０の第１
受電コイル２１１との相互誘導により、カメラ本体２１０に電力を給電することができ、
カメラ本体２１０に備える本体用バッテリ２１５の充電を行うことができる。なお、第１
制御部１２３は、たとえば、カメラ２００の充電の開始および終了、カメラ２００に給電
される電力の大きさなどの充電制御も行う。第１制御部１２３による充電方法の詳細につ
いては、後述する。
【００３２】
　また、第２充電部１３０は、図１に示すように、第２送電コイル１３１、ＤＣ／ＡＣコ
ンバータ１３２、および第２制御部１３３を備えており、第１充電部１２０と同様に、非
接触充電方式によりカメラ２００の充電を行う。なお、第２充電部１３０では、図７に示
すように、第２充電部１３０の主面１３４に、第２送電コイル１３１が設けられており、
第２充電部１３０は、第２充電部１３０の主面１３４に、カメラ本体２１０またはモニタ
ー装置２２０を載置することで、これらの充電を行うことができる。
【００３３】
　たとえば、第２充電部１３０は、図１に示すように、第２充電部１３０の上面にモニタ
ー装置２２０が載置された場合には、第２制御部１３３により、第２充電部１３０の第２
送電コイル１３１とモニター装置２２０の第２受電コイル２２１との電磁結合を検出し、
これにより、充電対象であるモニター装置２２０を検出する。そして、第２充電部１３０
は、第１充電部１２０と同様に、ＤＣ／ＡＣコンバータ１３２により生成した交流電圧に
より、第２送電コイル１３１に電磁誘導のための磁界を発生させ、磁気誘導により、第２
送電コイル１３１からモニター装置２２０へと電力を給電することで、モニター装置２２
０に備えるバッテリ２２５の充電を行う。また、第２制御部１３３は、第１制御部１２３
と同様に、たとえば、カメラ２００の充電の開始および終了、カメラ２００に給電される
電力の大きさなどの充電制御も行う。第２制御部１２３による充電方法の詳細についても
、後述する。
【００３４】
　次に、図８および図９を参照して、本実施形態に係るカメラ２００の充電方法について
説明する。図８および図９は、本実施形態のカメラ２００の充電方法を説明するための図
である。なお、図９においては、説明の便宜のため、第１充電部１２０に内蔵されている
第１送電コイル１２１、第２充電部１３０に内蔵されている第２送電コイル１３１、カメ
ラ本体２１０に内蔵されている第１受電コイル２１１、モニター装置２２０に内蔵されて
いる第２受電コイル２２１および表示部２２９を破線で示している（後述する図１１にお
いても同様。）。
【００３５】
　まず、カメラ２００の充電を行うために、図７（Ｂ）に示すように、充電装置１００が
折り畳まれている場合には、図７（Ａ）に示すように、第１充電部１２０に対して第２充
電部１３０を回動させ、第１充電部１２０の主面に対する第２充電部１３０の主面の角度
を９０°以上にする。
【００３６】
　そして、図８および図９に示すように、カメラ本体２１０を、第１送電コイル１２１が
配置されている第１充電部１２０の主面１２４に載置する。カメラ本体２１０の第１受電
コイル２１１は、カメラ本体２１０の背面に配置されているため、図８および図９に示す
ように、カメラ本体２１０の背面を第１充電部１２０に向けた状態で、カメラ本体２１０
を第１充電部１２０の主面１２４に載置することで、第１充電部１２０の第１送電コイル
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１２１とカメラ本体２１０の第１受電コイル２１１との相互誘導により、第１充電部１２
０からカメラ本体２１０に対して電力の伝送が行われ、カメラ本体２１０に備える本体用
バッテリ２２５の充電が行われる。
【００３７】
　また、図８および図９に示すように、第２受電コイル２２１が配置されているモニター
装置２２０の主面を第２充電部１３０に向けた状態で、モニター装置２２０を、第２送電
コイル１３１が配置されている第２充電部１３０の主面１３４に載置する。これにより、
第２充電部１３０の第２送電コイル１３１とモニター装置２２０の第２受電コイル２２１
との相互誘導により、第２充電部１３０からモニター装置２２０に対して電力の伝送が行
われ、モニター装置２２０に備えるモニター用バッテリ２２５の充電が行われる。
【００３８】
　さらに、このようにカメラ本体２１０およびモニター装置２２０の充電を行っている際
に、カメラ本体２１０のカメラ制御部２１６は、カメラ本体２１０の本体用メモリ２１８
に記憶されている画像データを、本体用通信部２１７からモニター装置２２０に無線通信
で送信し、モニター装置２２０の表示部２２９に、送信した画像データに基づく画像を表
示させることができる。これにより、カメラ本体２１０およびモニター装置２２０を充電
しながら、たとえば、モニター装置２２０をデジタルフォトフレームのように用いて、カ
メラ２００のユーザに、カメラ本体２１０で撮像された画像を、スライドショーで提供す
ることができる。
【００３９】
　なお、画像データに基づく画像のスライドショーを提供するために、カメラ本体２１０
の本体用メモリ２１８に記憶している画像データを、本体用通信部２１７からモニター装
置２２０に送信する際には、非接触充電による電磁ノイズの影響を考慮して、カメラ本体
２１０および／またはモニター装置２２０への電力の給電を一時的に中断させる構成とし
てもよい。
【００４０】
　次に、図１０を参照して、本実施形態に係る充電装置１００の動作例を説明する。図１
０は、本実施形態に係る充電装置１００の動作を示すフローチャートである。なお、図１
０に示す充電装置１００の動作は、たとえば、充電装置１００の電源がオンされることに
より開始される。
【００４１】
　まず、ステップＳ１０１では、第１充電部１２０の第１制御部１２３および第２充電部
１３０の第２制御部１３３により、充電対象の検出が行われる。たとえば、図８および図
９に示すように、カメラ本体２１０およびモニター装置２２０が、第１充電部１２０およ
び第２充電部１３０の上面にそれぞれ載置された場合に、第１制御部１２３は、第１送電
コイル１２１と、カメラ本体２１０に備える第１受電コイル２１１との磁気結合を検出す
ることで、充電対象となるカメラ本体２１０を検出し、また、第２制御部１３３は、第２
送電コイル１３１と、モニター装置２２０に備える第２受電コイル２２１との磁気結合を
検出することで、充電対象となるモニター装置２２０を検出する。充電対象が検出された
場合には、ステップＳ１０２に進み、一方、充電対象が検出されない場合には、ステップ
Ｓ１０１で待機する。
【００４２】
　ステップＳ１０２では、第１充電部１２０の第１制御部１２３および第２充電部１３０
の第２制御部１３３により、図７（Ａ）に示すように、第１充電部１２０に対する主面と
第２充電部１３０の主面の角度θの検出が行われる。そして、ステップＳ１０３では、第
１充電部１２０の第１制御部１２３および第２充電部１３０の第２制御部１３３により、
ステップＳ１０２で検出された第１充電部１２０に対する主面と第２充電部１３０の主面
の角度θが９０°以上であるか否かの判断が行われる。たとえば、図８および図９に示す
ように、第１充電部１２０に対する主面と第２充電部１３０の主面の角度θが９０°以上
である場合には、ステップＳ１０４に進み、ステップＳ１０４で、第１制御部１２３によ
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り、第１充電部１２０による充電対象の充電が許可され、続くステップＳ１０５で、第２
制御部１３３により、第２充電部１３０による充電対象の充電が許可される。一方、第１
充電部１２０に対する主面と第２充電部１３０の主面の角度θが９０°未満である場合に
は、ステップＳ１０６に進み、ステップＳ１０６で、第１制御部１２３により、第１充電
部１２０による充電対象の充電が許可され、一方、続くステップＳ１０７で、第２制御部
１３３により、第２充電部１３０による充電対象の充電が禁止される。
【００４３】
　すなわち、本実施形態では、第１充電部１２０の主面に対する第２充電部１３０の主面
の角度が９０°未満であるときに、第２充電部１３０の主面１３４，１３５のうち、第１
充電部１２０に対向する第２充電部１３０の主面１３４に、第２送電コイル１３１が設け
られている。そのため、第１充電部１２０の主面に対する第２充電部１３０の主面の角度
が９０°以上である場合には、図８および図９に示すように、第２送電コイル１３１が設
けられている第２充電部１３０の主面１３４に充電対象を載置し、充電対象を充電するこ
とができるため、第２制御部１３３は、第２充電部１３０の充電を許可するように制御を
行う。一方、第１充電部１２０の主面に対する第２充電部１３０の主面の角度が９０°未
満である場合には、第２送電コイル１３１が設けられている第２充電部１３０の主面１３
４にモニター装置２２０を載置することができないため、第２制御部１３３は、第２充電
部１３０による充電対象の充電を禁止するように制御を行う。なお、第１充電部１２０の
主面に対する第２充電部１３０の主面の角度が、たとえば３０°未満である場合には、第
２充電部１３０による充電に加えて、第１充電部１２０による充電も禁止する構成として
もよい。
【００４４】
　そして、ステップＳ１０８では、第１充電部１２０および第２充電部１３０による、充
電対象の充電が開始される。なお、ステップＳ１０７で、第２充電部１３０による充電が
禁止されている場合には、第２充電部１３０による充電は行われず、第１充電部１２０に
よる充電対象の充電のみが行われる。
【００４５】
　続くステップＳ１０９～Ｓ１１２は、第１充電部１２０および第２充電部１３０により
、それぞれ独立して処理が行われる。たとえば、図８および図９に示すように、第１充電
部１２０によりカメラ本体２１０に備える本体用バッテリ２１５の充電が行われており、
第２充電部１３０によりモニター装置２２０に備えるモニター用バッテリ２２５の充電が
行われている場合、ステップＳ１０９～Ｓ１１２では以下のように処理が行われる。
【００４６】
　すなわち、第１充電部１２０は、ステップＳ１０９で、第１充電部１２０によりカメラ
本体２１０に備える本体用バッテリ２１５が満充電であるか否かを判断し、本体用バッテ
リ２１５が満充電でない場合は、ステップＳ１１２に進み、第１制御部１２３により、た
とえば、カメラ本体２１０から受信した本体用バッテリ２１５の残充電容量や充電完了時
間などの充電情報を、第１充電部１２０に備えるディスプレイ（不図示）に表示する処理
が行われる。また、第１充電部１２０は、本体用バッテリ２１５が満充電となった場合に
は、ステップＳ１１０で、カメラ本体２１０に対する電力の伝送を終了して、本体用バッ
テリ２１５の充電を完了し、続くステップＳ１１１で、本体用バッテリ２２５の充電が完
了した旨の報知を行う。同様に、第２充電部１３０は、ステップＳ１０９で、第２充電部
１３０によりモニター装置２２０に備えるモニター用バッテリ２２５が満充電であるか否
かを判断し、モニター用バッテリ２２５が満充電でない場合は、充電情報を、たとえば、
第１充電部１２０に備えるディスプレイ（不図示）に表示する。また、第２充電部１３０
は、モニター用バッテリ２２５が満充電となった場合には、ステップＳ１１０で、モニタ
ー装置２２０に対する電力の伝送を終了して、モニター用バッテリ２２５の充電を完了し
、続くステップＳ１１１で、モニター用バッテリ２２５の充電が完了した旨の報知を行う
。
【００４７】
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　なお、本実施形態では、カメラ本体２１０およびモニター装置２２０と、第１充電部１
２０および第２充電部２２０とが通信可能となっており、カメラ本体２１０およびモニタ
ー装置２２０の充電を行っている際には、カメラ本体２１０およびモニター装置２２０か
ら、第１充電部１２０および第２充電部２２０に対して、カメラ本体２１０およびモニタ
ー装置２２０の充電状態などの情報が所定間隔で送信される。これにより、第１充電部１
２０および第２充電部１３０は、カメラ本体２１０およびモニター装置２２０から受信し
た充電状態などの情報に基づいて、本体用バッテリ２１５およびモニター用バッテリ２２
５が満充電であるか否かの判断や、本体用バッテリ２１５およびモニター用バッテリ２２
５の残充電容量や充電完了時間などの充電情報の表示を行うことができる。なお、カメラ
本体２１０およびモニター装置２２０と、第１充電部１２０および第２充電部２２０との
通信方法は、特に限定されず、たとえば、第１送電コイル１２１および第２伝送コイル１
３１、第１受電コイル２１１および第２受電コイル２２１を介して情報を通信する構成と
してもよいし、あるいは、赤外線通信やＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信などの無線通信により情
報を通信する構成としてもよい。また、本体用バッテリ２１５およびモニター用バッテリ
２２５の残充電容量や充電完了時間などの充電情報を、充電装置１００からモニター装置
２２０に送信し、これらの充電情報を、モニター装置２２０の表示部２２９で表示する構
成としてもよい。
【００４８】
　以上のように、本実施形態にかかるカメラ充電システムは、カメラ本体２１０および該
カメラ本体２１０に着脱可能なモニター装置２２０とからなるカメラ２００と、第１充電
部１２０および該第１充電部１２０に接合する第２充電部１３０とからなる充電装置１０
０とから構成されている。そして、本実施形態では、カメラ２００を構成するカメラ本体
２１０において、外部からの電力を受電するための第１受電コイル２１１が、図５（Ｂ）
に示すように、カメラ本体１１０を形成する面のうち、撮像レンズが配置されているカメ
ラ本体２１０の正面を除く、最も面積が広いカメラ本体２１０の背面に設けられている。
これにより、本実施形態では、第１受電コイル２１１の面積を充分に大きくすることがで
きるため、第１受電コイル２１１の巻き数を多くして、充電装置１００による本体用バッ
テリ２１５の充電効率を向上させることができる。
【００４９】
　一方、従来のように、カメラ本体２１０の正面に第１受電コイル２１１を配置した場合
には、図２に示すように、カメラ本体２１０の正面には撮像レンズが設けられているため
、第１受電コイル２１１の面積を充分に大きくすることができず、本体用バッテリ２１５
の充電効率が低くなってしまう場合がある。また、図２に示すように、カメラ本体２１０
の正面にはグリップ部が形成されている場合もあり、この場合に、第１受電コイル２１１
が配置されたカメラ本体２１０の正面を第１充電部１２０に向けた状態で、カメラ本体２
１０を第１充電部１２０の主面１２４に載置すると、グリップ部の厚みにより、第１充電
部１２０の第１送電コイル１２１に対して、カメラ本体２１０の第１受電コイル２１１が
傾いてしまい、本体用バッテリ２１５の充電効率が低くなってしまう場合がある。さらに
、第１受電コイル２１１をカメラ本体２１０の正面に設けた場合には、本体用バッテリ２
１５を充電するためには、グリップ部を金属で装飾することができず、グリップ部のデザ
インが制限されてしまうという問題もある。加えて、従来のように、第１受電コイル２１
１を、カメラ本体２１０の側面や本体用バッテリ２１５の蓋部に配置した場合も、第１受
電コイル２１１の面積を充分に大きくすることができず、本体用バッテリ２１５の充電効
率が低くなってしまう場合があった。
【００５０】
　これに対して、本実施形態では、第１受電コイル２１１を、カメラ本体２１０を形成す
る面のうち、被写体からの光が入射する撮像レンズが設けられているカメラ本体２１０の
正面を除く、最も面積が広いカメラ本体２１０の背面に設けることで、第１受電コイル２
１１の面積を充分に大きくすることができ、本体用バッテリ２１５の充電効率を向上させ
ることができる。特に本実施形態では、カメラ本体２１０からモニター装置２２０を着脱
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可能とすることで、カメラ本体２１０の背面において、第１受電コイル２１１の面積を大
きくすることができる。
【００５１】
　また、本実施形態では、図８および図９に示すように、カメラ本体２１０を第１充電部
１２０の主面１２４に載置するとともに、モニター装置２２０を第２充電部１３０の主面
１３４に載置することで、第１充電部１２０によりカメラ本体２１０を、第２充電部１３
０によりモニター装置２２０を、それぞれ同時に、電磁誘導による非接触充電方式により
充電することができる。また、本実施形態では、カメラ本体２１０およびモニター装置２
２０を充電しながら、カメラ本体２１０の本体用メモリ２１８に記憶している画像データ
を、本体用通信部２１７からモニター装置２２０に無線通信で送信し、モニター装置２２
０の表示部２２９に、送信した画像データに基づく画像を表示させることにより、モニタ
ー装置２２０をデジタルフォトフレームのように用いて、カメラ２００のユーザに、カメ
ラ本体２１０で撮像された画像を、スライドショーで提供することができる。このように
、本実施形態では、カメラ本体２１０の背面において、第１受電コイル２１１の面積を大
きくするために、カメラ本体２１０から取り外したモニター装置２２０を、充電時に有効
に利用することが可能となっている。なお、本実施形態では、第２充電部１３０が、第１
充電部１２０に対して回動するため、カメラ２００のユーザは、スライドショーを見やす
いように、第１充電部１２０の主面に対する第２充電部１３０の主面の角度θを変更する
ことができる。
【００５２】
　以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであって、
本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記の実施形態に開示さ
れた各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨である
。
【００５３】
　たとえば、上述した実施形態に加えて、カメラ本体２１０の第１受電コイル２１１と、
モニター装置２２０の第２受電コイル２２１とが磁気結合し、カメラ本体２１０の本体用
バッテリ２１５と、モニター装置２２０のモニター用バッテリ２２５との間で電力の授受
が行われてしまうことを有効に防止するため、本体用充電制御部２１４は、カメラ本体２
１０の第１受電コイル２１１とモニター装置２２０の第２受電コイル２２１とが近接して
いるか否かを検出し、カメラ本体２１０の第１受電コイル２１１とモニター装置２２０の
第２受電コイル２２１とが近接している場合には、第１受電コイル２１１と本体用バッテ
リ２１５との間の電力の授受を禁止するように制御を行う構成としてもよい。たとえば、
カメラ本体２１０にモニター装置２２０が装着されており、かつ、カメラ本体２１０の第
１受電コイル２１１とモニター装置２２０の第２受電コイル２２１とが近接した場合には
、モニター装置２２０に備える部材によって機械的に押下されるスイッチ機構を、カメラ
本体２１０に備えておくことで、本体用充電制御部２２４は、このスイッチ機構が押下さ
れた場合に、カメラ本体２１０の第１受電コイル２１１とモニター装置２２０の第２受電
コイル２２１とが近接していると検出することができる。また、本体用充電制御部２２４
に、図示しないリレーを備えておくことで、本体用充電制御部２２４は、カメラ本体２１
０の第１受電コイル２１１とモニター装置２２０の第２受電コイル２２１とが近接した場
合に、このリレーにより第１受電コイル２１１と本体用バッテリ２１５とを電気的に切断
することで、第１受電コイル２１１と本体用バッテリ２１５との間の電力の授受を禁止す
ることができる。同様に、メラ本体２１０の第１受電コイル２１１とモニター装置２２０
の第２受電コイル２２１とが近接した場合に、モニター用充電制御部２２４により、第２
受電コイル２２１とモニター用バッテリ２２５との間の電力の授受を禁止する構成として
もよい。
【００５４】
　さらに、カメラ本体２１０の第１受電コイル２１１とモニター装置２２０の第２受電コ
イル２２１とが近接している場合に、たとえば、モニター装置２２０に備えるモニター用
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バッテリ２２５の残容量が少なくなった場合には、カメラ本体２１０からモニター装置２
２０に電力を伝送し、モニター用バッテリ２２５の充電を行う構成としてもよい。同様に
、カメラ本体２１０に備える本体用バッテリ２１５の残容量が少なくなった場合には、モ
ニター装置２２０からカメラ本体２１０に電力を伝送し、本体用バッテリ２１５の充電を
行う構成としてもよい。なお、この場合、カメラ本体２１０とモニター装置２２０との電
力の授受は、カメラ本体２１０およびモニター装置２２０に備える電気接点を介して行う
ことができる。
【００５５】
　また、上述した実施形態では、図８に示すように、第２充電部１３０の主面１３４が平
面である構成を例示したが、この構成に限定されるものではなく、たとえば、図１１に示
すように、第２充電部１３０に、モニター装置２２０の形状に合わせた凹部を形成する構
成としてもよい。この場合、モニター装置２２０を、第２充電部１３０の凹部に固定する
ことで、モニター装置２２０の充電中に、モニター装置２２０の位置を固定することがで
きるとともに、第２充電部１３０の第２送電コイル１３１と、モニター装置２２０の第２
受電コイル２２１とを、電磁誘導に適切な位置で合わせすることができ、モニター装置２
２０のモニター用バッテリ２２５の充電効率をより向上させることができる。また、第１
充電部１２０に、カメラ本体２１０の形状に合わせた凹部を形成する構成としてもよいし
、あるいは、第２充電部１３０に凸部を設けることで、モニター装置２２０の位置を、充
電に適した第２充電部１３０の位置で固定する構成としてもよい。
【００５６】
　また、上述した実施形態では、第２充電部１３０の主面１３４に、第２送電コイル１３
１が設けられている構成を例示して説明したが、この構成に限定されるものではなく、た
とえば、図１２に示すように、第２充電部１３０ａの主面１３４と反対側の主面１３５に
、第２送電コイル１３１を設ける構成としてもよい。この場合において、第１充電部１２
０の主面に対する第２充電部１３０ａの主面の角度θが９０°未満である場合には、第２
充電部１３０ａの主面１３５に充電対象を載置し、充電対象を充電することができるため
、第１制御部１２３により第１充電部１２０による充電対象の充電が許可されるとともに
、第２制御部１３３により、第２充電部１３０ａによる主面１３５での充電対象の充電が
許可される。一方、第１充電部１２０に対する主面と第２充電部１３０ａの主面の角度θ
が９０°以上である場合には、第２充電部１３０ａの主面１３５にモニター装置２２０を
載置することができないため、第１制御部１２３により、第１充電部１２０による充電対
象の充電が許可され、第２制御部１３３により、第２充電部１３０ａによる主面１３５で
の充電対象の充電が禁止される。なお、図１２は、他の実施形態に係る充電装置を示す図
である。
【００５７】
　さらに、第２充電部１３０が、第２充電部１３０の主面１３４，１３５のいずれの面で
も、充電対象の充電が可能である場合には、以下のように、第２充電部１３０による充電
対象の充電を行うことができる。すなわち、第１充電部１２０の主面に対する第２充電部
１３０の主面の角度が９０°未満である場合には、第１充電部１２０による充電対象の充
電、および、第２充電部１３０による主面１３４での充電対象の充電が許可され、第２充
電部１３０による主面１３５での充電対象の充電は禁止される。また、第１充電部１２０
の主面に対する第２充電部１３０の主面の角度θが９０°以上である場合には、第１充電
部１２０による充電対象の充電、および、第２充電部１３０による主面１３４での充電が
許可され、第２充電部１３０による主面１３５での充電が禁止される。
【００５８】
　また、充電装置１００を、第２充電部１３０の主面１３４，１３５が相互に入れ替わる
ように、第２充電部１３０を、水平面上で回転可能（ヨー方向に回転可能）に設ける構成
としてもよい。この場合でも、上述したように、第１充電部１２０の主面に対する第２充
電部１３０の主面の角度θに基づいて、第１充電部１２０および第２充電部１３０による
充電対象の充電を制御することで、第１充電部１２０および第２充電部１３０による充電
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対象の充電を適切に行うことができる。
【００５９】
　さらに、上述した実施形態では、図３に示すように、カメラ本体２１０の背面全体を覆
うように、カメラ本体２１０にモニター装置２２０が装着される構成を例示したが、この
構成に限定されるものではなく、たとえば、図１３に示すように、カメラ本体２１０ａの
背面の一部を覆うように、モニター装置２２０ａをカメラ本体２１０ａに装着する構成と
してもよい。この場合、モニター装置２２０ａにより覆われていないカメラ本体２１０ａ
の背面部分を、図１３（Ａ）に示すように、操作部として構成してもよい。また、図１３
（Ｂ）に示すように、カメラ本体２１０ａの背面に、ファインダー（または電子ビューフ
ァインダー）を備えることで、モニター装置２２０がなくとも、カメラ本体２１０ａで撮
影を行える構成としてもよい。さらには、ファインダーをカメラ本体２１０ａに外付け可
能な構成としてもよい。なお、図１３に示すカメラ本体２１０ａにおいても、カメラ本体
２１０ａの背面は平面に構成されており、カメラ本体２１０ａの背面を充電装置１００に
向けた状態で、カメラ本体２１０ａを充電装置１００に載置することで、充電装置１００
によるカメラ本体２１０ａの充電が適切に行われるようになっている。
【００６０】
　また、上述した実施形態では、電磁誘導により、第１充電部１２０および第２充電部１
３０から、カメラ本体２１０およびモニター装置２２０に電力を伝送する構成を例示した
が、この構成に例示されるものではなく、たとえば、磁界共鳴方式やマイクロ波伝送方式
により、第１充電部１２０および第２充電部１３０から、カメラ本体２１０およびモニタ
ー装置２２０に電力を伝送する構成としてもよい。
【００６１】
　加えて、上述した実施形態では、カメラ本体２１０から送信された画像データを、一時
的にモニター用メモリ２２８に記憶し、モニター制御部２２６により、モニター用メモリ
２２８に記憶されている画像データを読み出すことで、モニター制御部２２６が、表示部
２２９に、カメラ本体２１０から送信された画像データに基づく画像を表示させる構成を
例示したが、この構成に限定されるものではなく、たとえば、モニター制御部２２６は、
カメラ本体２１０から送信された画像データを、モニター用メモリ２２８に記憶せずに、
そのまま、表示部２２９に表示させる構成としてもよい。
【００６２】
　また、上述した実施形態では、カメラ本体２１０およびモニター装置２２０の充電を行
っている際に、カメラ本体２１０で撮像した画像データを、カメラ本体２１０からモニタ
ー装置２２０に無線通信で送信することで、モニター装置２２０の表示部２２９に、カメ
ラ本体２１０から送信された画像データに基づく画像を表示させる構成を例示したが、こ
の構成に限定されるものではなく、たとえば、充電装置１００を介して、カメラ本体２１
０で撮像した画像データを、カメラ本体２１０からモニター装置２２０に送信する構成と
してもよい。たとえば、カメラ本体２１０で撮像された画像データを、第１受電コイル２
１１および第１送電コイル１２１を介して、カメラ本体２１０から第１充電部１２０に画
像データを送信し、さらに、第１充電部１２０から第２充電部に送信した後に、第２送電
コイル１３１および第２受電コイル２２１を介して、第２充電部１３０からモニター装置
２２０に送信する構成としてもよい。
【００６３】
　さらに、上述した実施形態では、モニター装置２２０が、カメラ本体２１０に着脱可能
となっている構成を例示したが、この構成に限定されるものではなく、モニター装置２２
０が、カメラ本体２１０に結合されており、カメラ本体２１０から取り外せない構成とし
てもよい。
【符号の説明】
【００６４】
１００…充電装置
　１２０…第１充電部
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　　１２１…第１送電コイル
　　１２３…第１制御部
　　１２４，１２５…主面
　１３０…第２充電部
　　１３１…第２送電コイル
　　１３３…第２制御部
　　１３４，１３５…主面
２００…カメラ
　２１０…カメラ本体
　　２１１…第１受電コイル
　　２１４…本体用充電制御部
　　２１５…本体用バッテリ
　　２１６…カメラ制御部
　　２１７…本体用通信部
　　２１８…本体用メモリ
　２２０…モニター装置
　　２２１…第２受電コイル
　　２２４…モニター用充電制御部
　　２２５…モニター用バッテリ
　　２２６…モニター制御部
　　２２７…モニター用通信部
　　２２９…表示部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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